
 

市税の納付状況の確認について 

 
 

 川越市中小企業退職金共済掛金補助金の申請を受ける為には、川越市税に未納がないことが条件となります。 

この未納がないことを確認する方法として下記の内、どちらか一つの方法を選択し、書類を提出してください。 

 

①市税の納付に係る誓約書兼同意書（料金はかかりません。） 

こちらは、川越市（雇用支援課）職員にて市税に未納がないことを確認することになります。 

  その為、市税の納付状況を調査することに同意をしていただく必要があります。 

   

②納税証明申請書兼証明書（１通２００円） 

  こちらは、①の同意をいただけない場合、申請者が下記に記載のとおり、申請して発行してもらうことになります。 

 

【納税証明申請書兼証明書の申請方法】 

 

発行手続きは、土日祝日を除く、平日８時３０分から１７時１５分までとなります。 

なお、川越駅西口連絡所での発行手続きは、平日９時３０分から１７時１５分までとなりますので、ご注意ください。 

（土曜日は発行できません。） 

 

  次の書類等をご用意のうえ、収税課（本庁舎２階）・各市民センター・川越駅西口連絡所にて、交付を受けてください。 

 

  ①納税証明申請書兼証明書（所定の様式をお使いください。） 

  ②委任状（本人以外の方が交付を受ける場合） 

  ③本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど） 

  ④手数料２００円 

 

   納税した日から、１箇月以内に交付を受ける際には、当該領収書の提示を必要とする場合がありますので、領収書 

（写しでも可）を持参してください。 

  なお、口座振替により納付している方で、納期限の日から１週間以内に交付を受ける際には、振替済みの結果を記 

帳した通帳（写しでも可）を持参してください。 

         

  ※発行するまでにお時間をいただくことがあります（特に、収税課以外の場合）ので、時間には余裕を 

持ってお越しください。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

納税証明申請書兼請求書については、 

  収税課    電話 ０４９-２２４－５６８６ 

                

  川越市中小企業退職金共済掛金補助金については、 

   雇用支援課 電話 ０４９－２３８－６７０２ 


